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第 4 章 生涯学習推進基本計画の展開 

１．個人の自立に向けた学習機会の提供 
（１）ライフステージに応じた学習機会の提供 

①家庭教育支援の充実 

子育て世代に対して，親としての成長を応援し，子育てへの自信や対処能力を

持たせることができるような学習機会や講座を充実するとともに，つくば市子

ども・子育て支援プランと連動した地域全体での子育て支援を推進します。 

 

内容・事業 関係課 

家庭教育学級への指導・助言，講演会などの開催 

文化振興課 子育て親子を対象とした講座の充実 

メディア講習会の開催 

地域子ども・子育て支援事業の推進 
こども課 

放課後児童健全育成事業の推進 

 

②青少年の健全育成 

これからのつくば市を支えていく青少年に対し，居場所づくりや自主的な活

動への支援体制を充実するとともに，つくば市教育振興基本計画（つくば市教育

振興プラン）等と連動して，自然体験，ボランティア活動体験，国際交流体験等

の様々な体験活動を推進します。 

 

内容・事業 関係課 

青少年の健全育成活動の推進 文化振興課 
居場所づくりの推進 

文化振興課 
教育指導課 

野外活動，自然体験活動の推進 
文化振興課 
農業課 

児童館を活用した青少年の健全育成 こども課 
自ら学び，自ら考える力を育てる教育の推進 

教育指導課 豊かな心と将来への夢をはぐくむ教育の推進 

健康や体力をはぐくむ教育の推進 

防災教育の充実 

人権教育の推進 
教育指導課 
教育総務課 



 

34 

ＩＣＴ教育の推進 総合教育研究所 
自立と社会参加をめざす特別支援教育の推進 

教育指導課 
学務課 

国際理解教育の推進 
教育指導課 
企画・国際課 

環境教育の推進 
教育指導課 
環境都市推進課 

 

③成人のキャリアアップ 

現代社会に対応した職業に関する学習内容の充実を図るとともに，学習成果

が実際の就職や転職といったキャリアアップに結びつくようなプログラムの開

発や学びやすい講座の設定，サポート体制づくりを検討します。 

 

内容・事業 関係課 

市民ニーズに応じた講座内容の充実 

文化振興課 夜間及び土・日・祝日の講座の設定 

ソーシャルメディア等活用による学習情報提供 

 

④高齢者のいきがい対策 

高齢者がいつまでも元気でいきいきと地域社会と関わり暮らしていけるよう，

生涯学習の振興による高齢者の生きがい対策を推進します。 

 

内容・事業 関係課 

高齢者向けの社会活動の支援 
高齢福祉課 

高齢者が有する経験・知識を活用した社会参加の促進 

学習サポート体制づくり 文化振興課 
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（２）現代的課題解決のための学習機会の提供 
急速な少子高齢化と経済のグローバル化が進む現代社会においては，社会保

障制度の見直し，経済格差，雇用環境の悪化等様々な問題が市民生活に影響を与

えています。こうした課題を解決するため，個人が生き抜くために必要な知恵や

術としての生涯学習機会を提供していきます。 

 

内容・事業 関係課 

広報・啓発活動の促進 
中央図書館 

企画・国際課 

消費者トラブル対処法講座の充実 
消費生活センタ

ー 

地域交流センター講座の充実 文化振興課 

勉強会・講座・研修会・講演会等開催の推進 

文化振興課 

ひと・まち連携

課 

市民活動課 

 

 

（３）社会生活を円滑に営む上で困難を有する人への学習機会の提供 
外出が困難な高齢者やその介護者，障がい者やその支援者の方などへの必要

な配慮や支援を行うとともに，適切な学習機会の提供を行います。 

 

内容・事業 関係課 

 

障害・介護・認知症サポーター養成講座等の推進 

障害福祉課 

介護保険課 

地域包括支援課 

奉仕員等の養成研修の推進 
障害福祉課 

障害者の地域生活支援 

生活困窮者福祉の推進 社会福祉課 
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２．生涯学習環境の整備 
（１）学習情報の提供と相談体制の整備 

学習や活動に興味を持ってもらえるよう，また活動へとつないでいけるよう，

様々な媒体による情報提供を充実するとともに，きめ細やかな相談体制を整備

します。 

 

内容・事業 関係課 

市のホームページの整備・充実 

文化振興課 

広報広聴課 

中央図書館 

広報紙の充実 

広報広聴課 地域に密着した民間メディア（ミニコミ誌，CATV，等）との

連携促進 

生涯学習施設の学習相談機能の充実 
文化振興課 

中央図書館 

学習情報ネットワークの整備・充実 
文化振興課 

研修の充実等による生涯学習施設職員の相談能力の向上 

 

（２）学習意欲を高めるための啓発活動 
生涯学習により自己実現につながること，さらに地域社会への還元・貢献がで

きることなど，生涯学習の意義や理念を理解し，一人でも多くの市民が生涯学習

に取り組むよう啓蒙・啓発活動を行います。 

 

内容・事業 関係課 

広報・ホームページの活用 

文化振興課 

中央図書館 

広報広聴課 

文化財課 

ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ室 

地域住民に対する地域の学習・文化・生活情報の提供 
文化振興課 

中央図書館 

図書館内の学習スペースの充実 中央図書館 

専任人材の配置による広報や情報提供の充実 文化財課 

仕事と家庭が両立できる働き方の支援 
男女共同参画室 
産業振興課 
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（３）学習成果を活かす支援と指導者の養成 
市民が充実した学習や活動を行うために，その活動を様々な面から支援する

豊富な知識や経験を持った人材を発掘・確保し，生涯学習の指導者として養成し

ます。また，学習成果を適切に評価し，学習者の意欲を更に高めていけるよう，

学習成果の発表の場の充実や地域社会へ還元するシステムを構築します。 

 

内容・事業 関係課 

生涯学習関連研修の充実 

文化振興課 生涯学習情報（指導者情報）の整備・活用 

学習成果発表機会の充実 

社会教育職員のコーディネート能力の向上 
文化振興課 

人事課 

 

３．生涯学習関連施設の充実 
（１）市民同士が交流できる施設の充実 

市民の主体的な学習を支援する身近な生涯学習施設として，地域交流センタ

ー等の整備・活用を進めます。 

 

内容・事業 関係課 

地域交流センターでの学級・講座の充実 

文化振興課 市民ニーズを反映した講座の充実 

公共施設予約システムの構築・利用推進 

地域交流センター・その他市内施設・他部局職員間の連携・

協力の推進 

文化振興課 

中央図書館 

他部局担当分野事業を推進する事業企画・運営 地域包括支援課 
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（２）図書館機能の充実 
市民が知りたいことを調べ考え身につけるための身近な情報拠点として，図

書館等の整備・活用を進めます。 

 

内容・事業 関係課 

図書館事業とボランティアとの連携・協力の推進 

中央図書館 
図書館事業に関する広報の充実 

地域交流センター図書室との連携促進 

既存施設における機能充実 

 

（３）芸術・文化にふれあう施設の充実 
市民が気軽に参加でき，発表できる場として，また，優れた文化芸術に触れる

鑑賞機会の場として，市民ホール等の整備・活用を進めます。 

 

内容・事業 関係課 

既存施設における機能充実 
文化振興課 

文化施設における公共施設予約システム導入の推進 

 

４．絆づくりと地域づくりに向けた学習機会の提供 
（１）健康・スポーツ・レクリエーション活動の推進 

「つくば市スポーツ推進計画」に基づき，各ライフステージに応じたスポーツ

プログラムの開発や情報提供を進めるとともに，市民の健康維持・増進に役立つ

生涯学習機会を提供します。 

 

内容・事業 関係課 

スポーツ教室等の充実 

スポーツ振興課 体育指導委員・体育協会との連携・協力の推進 

スポーツ関連情報の提供 

学校施設開放の推進（体育館・グラウンドなど） 教育施設課 

地域交流センターの活用 
文化振興課 

ふれあいプラザの活用 
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（２）文化芸術活動の推進 
市民一人一人が身近に文化・芸術に接し，参加できる環境を整備するとともに，

必要な人材の育成や情報提供の充実により文化芸術活動を推進します。 

 

内容・事業 関係課 

市民文化活動の機会の拡充と拠点施設の整備充実 

文化振興課 
文化芸術活動の振興と鑑賞機会の充実 

文化芸術活動団体・企業との連携と人材の育成 

文化芸術活動に関する情報提供の充実 

 

（３）文化財の保存と活用 
文化財や伝統文化を市民に身近なものとして親しんでもらい，後世に引き継

いでいけるよう，地域に残る文化財の保護や情報発信，活用などに取り組みます。 

 

内容・事業 関係課 

各種文化財の保護，調査研究 

文化財課 
調査研究成果の市民への情報発信 

文化財展示施設・各種文化財の体系化 

各種文化財・郷土史に関する講座の開設 

 

（４）絆づくり・地域づくりにつながる学習機会の提供 
一人一人の学習成果をお互いで共有することは，よりよい地域づくりにつな

げられます。また，防災にも役立つ絆づくりや地域づくりとなるよう，団体や自

主サークル活動などの支援や学習・研修機会の提供を行います。 

 

内容・事業 関係課 

社会教育職員の学習支援・市民参画に関する研修や学習会へ

の参加 

文化振興課 

人事課 

地域リーダーの育成 

自主サークル・グループの育成支援 

文化振興課 

市民活動課 

交通安全・防犯・防災活動への育成支援 
危機管理課 

文化振興課 

まちづくりのアドバイザーやコンサルタントの派遣 都市計画課 
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５．生涯学習推進体制の強化 
（１）全庁的な連携・協力体制 

すべての市民の学習権を保証するため，「生涯学習推進本部」を中心に，全庁

的な連携・協力のもと生涯学習を推進します。 

 

内容・事業 関係課 

生涯学習まちづくり推進体制の充実 文化振興課 

 
（２）多様な主体とのネットワーク行政の推進 

生涯学習は，社会教育といった教育による学習のみならず，市民一人一人 

の自己学習にいたるまで，生涯の各期における学習を生活全域にわたって継続

して行う行為です。このことから，社会教育委員からの助言や指導はもとより，

様々な組織，団体とのネットワークを構築しながら生涯学習を推進します。 

 

内容・事業 関係課 

社会教育委員会議の開催 文化振興課 

社会教育関係団体の組織化と活性化 
文化振興課 

スポーツ振興課 

地域の教育力向上のための自治会等との連携・協力の推進 
市民活動課 

こども課 

NPO 等との連携・協力の推進 
市民活動課 

こども課 

ボランティア等地域リーダーの育成 文化振興課 

市民との連携・協働の強化 
文化振興課 

中央図書館 

市民のニーズに対応した施設の管理・運営 

文化振興課 

中央図書館 

公園・施設課 
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（３）つくばの特性を生かした生涯学習の推進 
つくば市は，多くの研究者・学生が世界中から集まり，様々な分野の専門家

が活動しています。また，世界に開かれた国際都市であるとともに，筑波山を

はじめとした豊かな自然環境にも恵まれ，つくば特有のライフスタイルを守り

育む活動も盛んです。 

市内にある研究機関，大学，外国人，専門家，豊かな自然，意識の高い市民

など，つくばの持つ特色や資源を活かした生涯学習を推進します。 

 

内容・事業 関係課 

講座・研修会・講演会等の開催 

文化振興課 

科学技術・特区

推進課 
企画・国際課 

大学・研究機関との連携による調査・研究活動の推進 

企画・国際課 

ひと・まち連携

課 

都市計画課 

大学・研究機関との連携による科学事業の推進 

文化振興課 

中央図書館 

科学技術・特区

推進課 
ｼﾞｵﾊﾟｰｸ推進室 

教育指導課 

自然体験や環境学習の推進 

文化振興課 

農業課 
観光物産課 
環境都市推進課 
東京事務所 
ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ室 

市内在住外国人，姉妹都市等との交流による国際理解，国際感

覚の涵養 
企画・国際課 

外国人向け講座の充実 企画・国際課 
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第 5 章 計画の推進 

１．重点事業 
本計画に掲げた事業のうち，５年間に優先的に推進すべきものとして，以下の

項目を重点事業として定め，着実な達成を図ります。 

 

●ライフステージに応じた学習機会の提供 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●学習成果を活かす支援と指導者の養成 
 

 

 

 

 

子育て世代に対して，親としての成長を応援し，子育てへの自信や対処能

力を持たせることができるような学習機会や講座を充実するとともに，つく

ば市子ども・子育て支援プランと連動した地域全体での子育て支援を推進し

ます。 

これからのつくば市を支えていく青少年に対し，居場所づくりや自主的な

活動への支援体制を充実するとともに，つくば市教育振興基本計画（つくば

市教育振興プラン）等と連動して，自然体験，ボランティア活動体験，国際

交流体験等の様々な体験活動を推進します。 

現代社会に対応した職業に関する学習内容の充実を図るとともに，学習成

果が実際の就職や転職といったキャリアアップに結びつくようなプログラム

の開発や学びやすい講座の設定，サポート体制づくりを検討します。 

高齢者がいつまでも元気でいきいきと地域社会と関わり暮らしていけるよ

う，生涯学習の振興による高齢者の生きがい対策を推進します。 

市民が充実した学習や活動を行うために，その活動を様々な面から支援する

豊富な知識や経験を持った人材を発掘・確保し，生涯学習の指導者として養成

します。また，学習成果を適切に評価し，学習者の意欲を更に高めていけるよ

う，学習成果の発表の場の充実や地域社会へ還元するシステムを構築します。 
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●市民同士が交流できる施設の充実 
 
 
 
 

 
●絆づくりと地域づくりにつながる学習機会の提供 
 
 
 
 

 
●多様な主体とのネットワーク行政の推進 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

市民の主体的な学習を支援する身近な生涯学習施設として，地域交流セン 

ター等の整備・活用を進めます。 

 

一人一人の学習成果をお互いで共有し，よりよい地域づくりにつなげられる

よう，研修や自主サークル活動などの支援や学習機会の提供を行います。 

 

生涯学習とは，生涯の各期における学習を生活全域にわたって継続して行う

学習であることから，社会教育施設だけにとどまらず，身近な地域社会におけ

る民間を含めた既存施設を有効活用するため，あらゆる学習資源とのネットワ

ークを構築しながら推進します。 
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２．計画の進行管理と推進体制 
計画の進行管理にあたっては，事業の進捗を評価する『事務事業評価』（毎年

度実施）に加え，施策の柱の取組に対する市民の意識や取組の変化をみる『成果

指標による評価』（おおむね４年後）を実施します。 

また，達成する成果を指標としたＰＤＣＡサイクル（計画－実施－評価－改善

検討）による改善を図ってまいります。 
 

 

計画の推進体制は以下のとおりです。 

 

  

PLAN DO CHECK ACT 

計画の作成 
計画に沿った

事業の推進 

進捗状況の

点検・評価 

問題・課題の

改善 

次期計画へのフィードバック 単年度の流れ 

計画期間全体の流れ 

事業の見直し，取組への反映 

市民と取り組む「生涯学習で つなぐ つむぐ つくば」 

生涯学習審議会 

事務局 

（文化振興課） 

 

生涯学習推進本部 

推進幹事会 

＋ 

関係課 

報告 

意見 

施策の実施 参画 実態，意見，ニーズ等の把握 

【関係課】※平成 27 年度現在 

ひと・まち連携課，広報広聴課，シティプロモーション室，東京事務所，人事課，企画・国際課，科

学技術・特区推進課，ジオパーク推進室，市民活動課，男女共同参画室，消費生活センター，スポー

ツ振興課，文化振興課，環境都市推進課，危機管理課，社会福祉課，障害福祉課，高齢福祉課，こど

も課，介護保険課，地域包括支援課，農業課，産業振興課，観光物産課，都市計画課，公園・施設課，

教育総務課，学務課，教育施設課，教育指導課，総合教育研究所，文化財課，中央図書館 
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３．成果指標と目標の設定 
 

施策の柱ごとの成果指標と目標は以下のとおり設定します。 
 

目指す姿 成果指標 現況 目標 

（１）個人の自立に向けた学習機会の提供 

個人の自立に向けた学

習機会の提供により，

生涯学習へ関心をもつ

市民を増やす 

生涯学習に取り組

んでみたい人 

の割合 

 

７８．３％ 
 

Ｈ24 生涯学習に係る 

市民意識調査より 

８０％ 

（Ｈ３１） 

（２）生涯学習環境の整備 

情報提供や相談など生

涯学習環境整備によ

り，生涯学習に取り組

む市民を増やす 

実際に学習活動に

取り組んだ人 

の割合 

 

５２．６％ 
 

Ｈ24 生涯学習に係る 

市民意識調査より 

６０％ 

（Ｈ３１） 

（３）生涯学習関連施設の充実 

生涯学習施設の充実や

利便性の向上により，

施設を利用して生涯学

習に取り組む市民を増

やす 

地域交流センター

の利用者数 

４８３，８８５人 

（Ｈ２６） 

５００，０００人 

（Ｈ３１） 

（４）絆づくりと地域づくりに向けた学習機会の提供 

人との絆や地域との結

びつきを深める学習機

会の提供により，その

成果を社会に還元する

市民を増やす 

自分の学習成果で

社会に貢献したい

人の割合 

 

５４．７％ 
 

Ｈ24 生涯学習に係る 

市民意識調査より 

６０％ 

（Ｈ３１） 

（５）生涯学習推進体制の強化 

全市的な生涯学習推進

体制の強化により，生

涯学習の取組への市民

評価を高める 

市の施策のうち，

生涯学習に満足/

どちらかといえば

満足な人の割合 

 

３２．９％ 
 

Ｈ25 つくば市民 

意識調査より 

４０％ 

（Ｈ３１） 
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１．計画策定の経過 
 

平成 26 年度 

 ７月 24 日：第１回生涯学習審議会の開催 

        ・（仮称）第２次つくば市生涯学習推進基本計画についての諮問  

 10 月 14 日：第２回生涯学習審議会の開催 

      ・（仮称）第２次つくば市生涯学習推進基本計画 

      ・平成 26 年度視察研修の検討 

 11 月 10 日：平成２６年度生涯学習推進本部会議の開催 

     ・平成２５年度生涯学習推進基本計画の進捗状況 

 12 月 19 日：第３回生涯学習審議会の開催 

     ・平成 26 年度生涯学習推進本部会議結果 

     ・（仮称）第２次つくば市生涯学習推進基本計画 

 ２月９日：視察研修（埼玉県戸田市） 

     ・第３次戸田市生涯学習推進計画の策定及び現状 

 ３月 18 日：第４回生涯学習審議会の開催 

     ・（仮称）第２次つくば市生涯学習推進基本計画 

 

平成 27 年度 

 ５月 20 日：第１回生涯学習審議会の開催 

・計画策定のスケジュール 

       ・（仮称）第２次つくば市生涯学習推進基本計画 

 ６月 26 日：第２回生涯学習審議会の開催 

     ・（仮称）第２次つくば市生涯学習推進基本計画について 

 ７月 24 日：第３回生涯学習審議会の開催 

     ・（仮称）第２次つくば市生涯学習推進基本計画について 

 ９月７日：第２次つくば市生涯学習推進基本の策定についての答申 

 11 月２日～ 

 12 月１日：第２次つくば市生涯学習推進基本のパブリックコメントの実施 
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２．その他関連施設の利用状況 
                           （本編１２ページの補足資料） 

施設の種類  
利 用 状 況 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

市民研修センター 
利用者数 30,969 32,006 35,434 37,501 36,574 

利用件数 1,525 1,528 1,673 1,700 1,614 

ふれあいプラザ 
利用者数 70,615 63,404 75,105 74,043 72,967 

利用件数 15,404 13,128 15,924 16,449 17,372 

つくばカピオ 
利用者数 209,561 215,368 196,246 164,470 184,268 

利用件数 30,441 30,811 31,506 31,506 32,605 

ノバホール 
利用者数 90,916 88,048 98,695 108,388 90,316 

利用件数 616 739 889 931 905 

働く婦人の家 
利用者数 4,914 5,649 6,713 6,921 7,800 

利用件数 21 38 45 45 45 

さくら民家園 
 来場者数 10,010 8,952 9,985 6,767 7,394 

団体数 48 42 33 35 50 

アルスホール 利用件数 251 258 212 220 271 

つくば市民ギャラリー 利用件数 45 32 42 38 33 

平沢官衙遺跡 利用者数 39,498 37,167 57,458 39,080 45,079 

出土文化財管理センター

※１ 
利用者数 305 288 8 192 171 

桜歴史民俗資料館 利用者数 2,152 2,147 1,785 2,057 3,489 

谷田部郷土資料館 ※２ 利用者数 ― ― ― ― 1,577 

 

※１ 出土文化財管理センターは平成 24年 5月 6 日から平成 25年 10 月 26 日まで休館 

※２ 谷田部郷土資料館は平成 26年 5月 2 日まで窓口センターが併設されていたため，集計が不

可であったが，窓口センターの移設に伴い集計を再開 
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３．各課の取組事業一覧 
                                 （平成 28年 1月現在） 
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４．つくば市生涯学習審議会条例 
 

平成 5 年 6 月 25 日 

条例第 25 号 

 (設置) 

第 1 条 市民が自己を高めるため，生涯にわたり社会のあらゆる領域で自発的，自主的に

行う学習活動(以下「生涯学習」という。)の振興に関する施策を総合的に進めるため，つ

くば市生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 

 (所掌事務) 

第 2 条 審議会は，市長の諮問に応じ，次に掲げる事項について調査審議し，答申する。 

 (1) 生涯学習を振興するための施策の総合的な推進に関する事項 

 (2) その他生涯学習の推進に必要な事項 

 (組織) 

第 3 条 審議会は，委員 25 人以内で組織する。 

2 委員は，次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

 (1) 市議会議員 

 (2) 各種団体等の代表者 

 (3) 学識経験者 

    (平 9 条例 43・一部改正) 

 (任期) 

第 4 条 委員の任期は，2 年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は，前任者の残任期間とする。 

2 委員は，再任されることができる。 

3 前条第 2 項第 1 号又は第 2 号に規定する者で当該職又は地位により委員に任命された

ものが当該職又は地位を離れたときは，委員の職を失うものとする。 

    (平 9 条例 43・一部改正) 

 (会長及び副会長) 

第 5 条 審議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は，委員の互選によって定める。 

3 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

4 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務

を代理する。 

    (平 9 条例 43・一部改正) 
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 (会議) 

第 6 条 審議会の会議(以下「会議」という。)は，会長が招集する。 

2 会長は，会議の議長となる。 

 
3 会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

4 会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，会長の決するとこ

ろによる。 

 (部会) 

第 7 条 審議会に，専門の事項を調査するため，必要に応じて部会を置くことができる。 

2 前項の部会の委員は，審議会の委員のうちから審議会が選任する。 

 (委任) 

第 8 条 この条例に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，審議会が定め

る。 

附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 附 則(平成 9 年条例第 43 号) 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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５．つくば市生涯学習審議会委員名簿 
（任期：平成 26年 7月 1 日～平成 28 年 6 月 30 日・敬称略） 

№ 氏  名 所属等 備考 

1 荒木 勉 筑波技術大学 名誉教授 会長 

2 小野 史子 地域コーディネーター，(財)総合科学研究機構（CROSS つくば）理事 副会長 

3 小野 泰宏 つくば市議会議員代表  

4 柳沢 逸夫 つくば市議会議員代表  

5 黒澤 明良 つくば市学校長会代表（幹事・吾妻中学校校長）  

6 米德 康博 つくば市 PTA 連絡協議会会長  

7 江藤 睦 つくば市福祉団体等連絡協議会会長  

8 佐藤 則恵 つくばくらしの会会長代理  

9 對﨑 寛 (社)つくば青年会議所理事長  

10 柘植 法子 つくば市ボランティア連絡協議会（世話人代表）  

11 相澤 久志 つくば市文化協会会長  

12 金川 清治 青少年を育てるつくば市民の会副会長  

13 宇木 博明 つくば市体育協会会長  

14 中井 聖 ままとーん代表理事  

15 伊藤 達也 つくば市シルバークラブ連合会会長  

16 手打 明敏 筑波大学人間学群教育学類教授（社会教育・生涯学習専門 ）  

17 溝上 智恵子 筑波大学大学院図書館情報メディア研究科教授  

18 金久保 紀子 筑波学院大学経営情報学部准教授  

19 
クロフォード・ 

シェイニー 
つくばインターナショナルスクール校長  

20 大西 重信 ボーイスカウト指導者  

21 鴻巣 統 元学校長  

22 須藤 路子 元学校長  
 

 


